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NO.

担当部署 部局・課

要綱名称

開始年度 合併以前 終期年度 無

別 表

対象（団体

名称）等

対象人数

令和７年度

予算額合計額
26,685 国庫 県費 その他 20,000 一般財源 6,685

予算額 予算額 予算額

決算額 決算額 決算額

執行率 執行率 執行率

交付件数 交付件数 交付件数

歳入 歳入 歳入

歳出 歳出 歳出

繰越金 繰越金 繰越金

単年度収支 単年度収支 単年度収支

自主財源 自主財源 自主財源

基金残高 基金残高 基金残高

令和５年度

検証結果

今後の方向性

（担当部署）

・継続

・廃止

・削減

・整理

・統合

・その他

行財政部局との協

議における判定

・継続

・廃止

・削減

・整理

・統合

・その他

６ 補助金等の見直しにおけるチェックシート
【補助金等の概要】 金額単位：千円

補助金等名称 湖南市観光協会事業補助金 補助金等の種類 事業活動補助金

環境経済部商工観光労政課 会計・款項目 一般 5-1-1-182-19

補

助

金

等

の

概

要

湖南市観光協会補助金交付要綱
※要綱を策定していない場合の理由

※終期を設定していない場合の理由

不明

補助金等の目的・内容等

市の観光・物産の宣伝等に直接必要な観光振興事業等の経費を補助することによって、市内における観光

物産事業の健全な振興が図られる。また、地域経済の活性化につながる。

算出基礎・対象経費等

協会の運営経費や観光振興活動に関する経費について、予算の範囲内で市⾧が定める額

公益性が高い（公平性がある）理由等

市内外に広く湖南市の紹介と観光客誘致活動を行っている。
19号該当事業

市が関与しなければいけない理由・必要性等

市が行う観光振興活動をともに行っている。
一般社団法人湖南市

観光協会

費用対効果の見込める理由等

観光施設の振興と観光客増に寄与している。

610,157人

(令和5年湖南市観光

入込客数)

交

付

実

績

令和６年度（決算見込額） 令和５年度 令和４年度

22,355

補

助
（

負

担
）

団

体

等

の

決

算

状

況

令和６年度（決算見込額） 令和５年度 令和４年度

197,681 191,296 156,688

22,329 20,979

22,355 22,175 20,630

100% 99% 98%

197,681 172,680 148,147

0 18,616 8,541

1 1 1

コロナ禍から回復し、様々な事業が復活しまた新しい事業も展開されたことから、前年度より歳入歳出と

もに増加した。

具体的な内容及び理由

市の今後の観光振興において必要な補助金であるが、その額は毎年精査する必要が

ある。

具体的な内容及び理由

△10,075 10,075 139

173,686 161,571 136,630

※ルートチェック後の「４補助金等の見直しにおける基準フロー」を添付すること。

※対象となる団体等が複数ある場合、別表に記載すること。
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補助金等の見直しにおける基準フロー

はい

いいえ

いいえ

いいえ いいえ

はい はい

いいえ

いいえ

できる

ある

ない

いいえ

⇒

いいえ

いつから実施

いいえ ⇓

はい ⇓

はい

はい ⇓

はい ⇓

補助金等名称： 湖南市観光協会事業補助金 ルートのチェック

ボックスを選択

削減率は

いいえ ⇓ いいえ

はい ⇓

はい ⇓

できない ⇓

ない ⇓ できない

はい ある ⇓

はい

⇓

国・県の制度により、運用さ

れるものであるか

継 続

事業・活動内容は公益性が高く、私益・共益で

はない（公平性がある）

市が関与すべき事業内容であ

るか

３年以内の廃止・削減が可能

か

費用対効果が認められるか

当初の目的が果たされている

か

算出根拠があるか

繰越金・積立金が補助金を上

回っていないか

交付団体は自主財源が確保で

きるか

同一団体へ２種類以上の補助

金があるか

補助率を設定しているか

終期を設定しているか

合理的な理由がある

次年度から廃止・削減すると

住民への影響が大きいか
次年度から廃止・削減

継 続

廃 止

廃止（削減）

３年以内に廃止・削減

５年以内に廃止・削減

削 減

整理・統合

１０％削減 ３０％削減 ５０％削減 ５０％以上削減
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○一般社団法人湖南市観光協会補助金交付要綱 

平成27年４月１日 

告示第49号 

（趣旨） 

第１条 市長は、本市の有する観光資源の魅力を引き出し、その質の向上を図り、観光客の

誘致促進により地域経済の活性化に結び付けることを目的として行う事業に対し、予算の

範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規

則（平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この告

示に定めるところによる。 

（補助対象事業者） 

第２条 補助対象事業者は、一般社団法人湖南市観光協会（以下「観光協会」という。）と

する。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、別表第１に

掲げるものとする。 

（補助金額等） 

第４条 補助対象経費、補助金額及び補助率は、別表第２に掲げるものとする。 

（指導及び調査） 

第５条 市長は、補助事業の適正化を図るため、必要と認めるときは規則第11条の規定に基

づき、観光協会に対し状況報告を求めるとともに指導し、及び調査することができる。 

（その他） 

第６条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

この告示は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年告示第10号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

補助対象事業 観光協会が観光協会定款に基づいて実施する湖南市の観光・物産の宣

伝及び観光交流客の誘致並びに観光客に対する情報提供等に関する

事業 

別表第２（第４条関係） 
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補助対象経費 補助金額及び補助率 

１ 市の観光・物産の宣伝等に直接必要な

観光振興事業及びマルシェ事業等に係

る経費 

予算の範囲内で市長が定める額 

２ 市の観光推進プロジェクト事業等に

係る経費 

補助対象経費の２分の１以内の額 
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(3号様式に添付)

収入支出差引額 0

支
出
の
部

区　　分 予算額 支出済額

合　　計 22,175,000 22,175,000

事業収支精算内訳（市補助金分抜粋）

収
入
の
部

区　　分 予算額 収入済額

市補助金

22,175,000 22,175,000合　　計

令和5年4月1日 事業完了年月日 令和6年3月31日

事業結果の概要 　　　別紙資料のとおり

事業着手年月日

(添付書類)

湖南市観光協会事業　完了報告

事業の名称 湖南市観光協会事業 事業施行地 湖南市全域

22,175,000 22,175,000

3,594,000

499,000

14,262,000

3,594,000

499,000

14,262,000

観光交流事業

おもてなし事業

2,500,000

1,320,000

情報発信事業

観光プロジェクト

観光協会職員人件費

2,500,000

1,320,000
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決算書様式1

【収入】 （単位：円）
NO 概要 予算 決算 適用

受取会費 法人会費 1,600,000 1,475,000
個人会費 50,000 54,000

受取会費計 1,650,000 1,529,000
受取補助金 湖南市補助金 22,175,000 22,175,000

BVB補助金 1,441,000 1,441,000
その他補助金 1,093,000 6,109,555 観光プロジェクト補助金含む

受取補助金計 24,709,000 29,725,555
事業収入 指定管理収入 34,996,000 34,996,000

施設利用料収入 70,660,000 84,442,650
家賃収入 1,560,000 2,100,674
物販収入 0 5,032,750
キャンプ場利用収入 37,000,000 24,570,545
自販機手数料収入 2,500,000 2,060,294
付帯施設収入 500,000 1,132,870
受託販売手数料 500,000 789,850

事業収入計 147,716,000 155,125,633
雑収入 参加費 400,000 933,400 研修旅行、スイカマラソン

広告収入 1,000,000 765,000 カレンダー
受取管理費 0 1,000,000
受取受託金 1,700,000 756,800 三大まつり、トレラン、JRハイキング
受取利息 0 620
雑収収入 1,508,000 1,460,813

雑収入計 4,608,000 4,916,633
経営安定化基金より繰り入れ 5,000,000 0
収入計 183,683,000 191,296,821

【支出】
NO 概要 予算 決算 市補助対象 適用

事業費 観光振興事業費 情報発信事業 3,480,000 3,334,840 2,500,000 観光キャンペーン、ツール製作、WEB更新他
観光交流事業 8,000,000 9,160,512 3,594,000 湖南三山、花の寺、弥平、酒蔵、こにゃん街道、鮎フェア他
おもてなし事業 1,520,000 1,360,252 499,000 観光施設維持管理他

観光プロジェクト 3,000,000 7,642,835 1,320,000 新規事業
観光振興事業費計 16,000,000 21,498,439
指定管理事業費 仕入高 2,210,000 2,522,316

法定福利費 2,647,000 2,644,115
福利厚生費 1,100,000 152,729
研修費 66,000 38,880
広告宣伝費 2,782,000 3,383,895 LINE、SNS、パンフレット製作他
交際費 157,000 0
旅費交通費 30,000 0
備品消耗品費 4,445,000 4,248,949 浴室関係他
会議費 0 6,900
事務所費 3,153,000 2,617,766
修繕費 12,485,000 11,789,060
水道光熱費 42,964,000 40,713,657 灯油、電気、水道他
車両関係費 890,000 761,967
リース料 1,607,000 185,064 厨房機器、ネット危機管理、車両、コピー機他
保険料 471,000 148,260
租税公課 0 6,371,692
委託費 2,728,000 1,750,128 警備他
環境衛生費 6,900,000 4,241,762 ゴミ処理他
減価償却費 2,221,000 2,954,745
雑費 0 1,550
キャンプサイト整備費 5,000,000 382,677 サイト増設費他
営業経費 645,000 665,775
人件費 44,278,000 40,301,031
納付金 0 5,015,000 市役所納付金

指定管理事業費計 136,779,000 130,897,918
管理費 職員給与 14,520,000 11,026,221 11,026,000 観光協会職員　局長1名、職員3名

賞与引当金 2,300,000 2,186,500 2,186,000 　　　　　　〃
法定福利費 2,500,000 2,173,731 1,050,000 　　　　　　〃
福利厚生費 150,000 29,364
会議費 600,000 606,004 定時総会
事務用品費 100,000 502,323
支払手数料 200,000 35,777
負担金 80,000 140,100
費用弁償 600,000 325,000 役員会、費用弁償
事務所費 1,750,000 3,258,932
役務費 250,000 0
クラウドシステム導入費 1,307,000 0

管理費計 24,357,000 20,283,952
支出計 177,136,000 172,680,309

補助対象計 22,175,000

0

科目

科目

令和5年度決算書
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決算書様式1-1

（単位：円）
【支出】
NO 概要 予算 決算 市補助対象 適用

事業費 観光振興事業費 情報発信事業 3,480,000 3,334,840 2,500,000 観光キャンペーン、ツール製作、WEB更新他
報償費 130,000 フォトコンテスト賞金
旅費 335,280 北栄町、首都圏方面等出張旅費
消耗品費 98,738 A4サイズ手提げ袋、交流都市訪問手土産第他
印刷製本費 1,879,372 1,800,000 パンフレット、カレンダー等印刷
役務費 717,790 700,000 Webサイト、HP運営管理費等
委託料 40,000 イベント出展グッズ作成委託
使用料及び賃借料 9,660 観光キャンペーン等高速道路通行料
負担金・補助及び交付金 124,000 湖南ツーリズムバス事業助成金等

3,334,840
観光交流事業 8,000,000 9,160,512 3,594,000 湖南三山、花の寺、弥平、酒蔵、こにゃん街道、鮎フェア他

報償費 26,000 観光案内、酒蔵マルシェ日当
消耗品費 464,475 各事業消耗品、賞品等
印刷製本費 1,740,870 1,700,000 各事業チラシ、ポスター等印刷代
食糧費 270,743 各事業スタッフ当日弁当、お茶代等
役務費 2,434,494 各事業保険代、広告掲載料
委託料 2,563,930 1,694,000 各事業委託料
負担金・補助及び交付金 1,660,000 200,000 各事業負担金、協賛金、補助金

9,160,512

おもてなし事業 1,520,000 1,360,252 499,000 観光施設維持管理他
報償費 72,000 こにゃんプラザ出役費
消耗品費 27,934 西寺、ウツクシマツ自生地トイレ水道料金
修繕料 14,300 妙感寺トイレブロワー交換
食糧費 28,200 会員研修昼食代
役務費 440,562 440,000 トイレ維持費(電気代、浄化槽、汲み取り、清掃)他
委託料 431,790 会員研修
使用料及び賃借料 106,066 トイレ下水道料他
工事請負費 59,400 59,000 三雲城址観光拠点トイレ設置
負担金・補助及び交付金 180,000 ボランティアガイドあゆむの会助成金

1,360,252
観光プロジェクト 3,000,000 7,642,835 1,320,000 新規事業

報償費 10,000 FAMツアーバス乗務員寸志(2回分)
旅費 6,740 観光プロモーション会場下見交通費
消耗品費 20,911 講師手土産他
印刷製本費 9,910 講演会チラシ製作費
食糧費 113,558 講演会、プロジェクト打ち合わせ他
役務費 1,465,106 インバウンド事業システム構築、HP制作他
委託料 5,995,220 1,320,000 インバウンド誘客事業委託他
使用料及び賃借料 21,390 プロモーションセミナー高速道路通行料他

7,642,835
観光振興事業費計 16,000,000 56,852,482
管理費 職員給与 14,520,000 11,026,221 11,026,000 観光協会職員　局長1名、職員3名

賞与引当金 2,300,000 2,186,500 2,186,000 　　　　　　〃
法定福利費 2,500,000 2,173,731 1,050,000 　　　　　　〃
福利厚生費 150,000 29,364
会議費 600,000 606,004 定時総会
事務用品費 100,000 502,323
支払手数料 200,000 35,777
負担金 80,000 140,100
費用弁償 600,000 325,000 役員会、費用弁償
事務所費 1,750,000 3,258,932
役務費 250,000 0
クラウドシステム導入費 1,307,000 0

管理費計 24,357,000 20,283,952
支出計 40,357,000 77,136,434

補助対象計 22,175,000

0

令和5年度事業費等詳細

科目
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NO.

担当部署 部局・課

要綱名称

開始年度 H27 終期年度

別 表

対象（団体
名称）等

対象⼈数

R7年度
予算額合計額

13,129 国庫 県費 その他 ⼀般財源 13,129

予算額 予算額 予算額
決算額 決算額 決算額
執⾏率 執⾏率 執⾏率

交付件数 交付件数 交付件数

歳⼊ 歳⼊ 歳⼊
歳出 歳出 歳出

繰越⾦ 繰越⾦ 繰越⾦
単年度収⽀ 単年度収⽀ 単年度収⽀
⾃主財源 ⾃主財源 ⾃主財源
基⾦残⾼ 基⾦残⾼ 基⾦残⾼

R5年度
検証結果

今後の⽅向性
（担当部署）

・継続
・廃⽌
・削減

・整理
・統合
・その他

⾏財政部局との協
議における判定

・継続
・廃⽌
・削減

・整理
・統合
・その他

６ 補助⾦等の⾒直しにおけるチェックシート 4
【補助⾦等の概要】 ⾦額単位：千円

補助⾦等名称 社会福祉協議会運営事業補助⾦ 補助⾦等の種類 団体運営補助⾦
健康福祉部福祉政策課 会計・款項⽬ ⼀般 03-01-01-19

補
助
⾦
等
の
概
要

湖南市社会福祉関係団体等事業補
助⾦交付要綱

※要綱を策定していない場合の理由

※終期を設定していない場合の理由
活動が継続される⾒込みのため

補助⾦等の⽬的・内容等
 社会福祉の増進を図るために市内の社会福祉関係団体実施する事業に要する経費を交付する。
算出基礎・対象経費等
法⼈運営補助 8,867千円
地域福祉事業 3,605千円
地域福祉権利擁護事業 657千円
※社会福祉法⼈が⾏う事業のうち、他の補助⾦・交付⾦で賄えるものを除いたもの

公益性が⾼い（公平性がある）理由等
⺠間の社会福祉活動を推進するための営利を⽬的としない組織である
ため

3.4.7.19号該当事業

市が関与しなければいけない理由・必要性等
⺠間の社会福祉地域福祉、児童福祉、障がい福祉を増進するための地
域の要である。

社会福祉法⼈
湖南市社会福祉協議

会
費⽤対効果の⾒込める理由等
地域福祉の増進に寄与している 1団体

交
付
実
績

R6年度（決算⾒込額） R5年度 R4年度
13,286

補
助
︵
負
担
︶

団
体
等
の
決
算

状
況

R6年度（決算⾒込額） R5年度 R4年度
233,797 201,652 199,558

11,904 12,057
13,286 10,422 9,166
100% 88% 76%

233,797 195,548 200,743
0 6,104 ▲ 1,185

1件 1件 1件

0 0 0
コロナ禍によりイベントなど、集客するような事業を⾃粛していたが、徐々に戻りつつある。

具体的な内容及び理由
介護保険事業、障がい者福祉サービス事業以外は⾃主財源が乏しいため今後も継
続が必要と考える。
具体的な内容及び理由

▲ 6104 7,289 ▲1769
0 0 0

※ルートチェック後の「４補助⾦等の⾒直しにおける基準フロー」を添付すること。
※対象となる団体等が複数ある場合、別表に記載すること。 117



補助金等の見直しにおける基準フロー

はい

⇒

いいえ

いいえ

いいえ いいえ

はい はい

いいえ

いいえ

できる

ある

ない

いいえ

いいえ

いつから実施

ルートのチェック

ボックスを選択

ある

削減率は

できない

いいえ

はい

補助金等名称： 社会福祉協議会運営事業補助金

はい

できない

ない

はい

はい

いいえ

はい

はい

はい

いいえ

はい

国・県の制度により、運用さ

れるものであるか

継 続

事業・活動内容は公益性が高く、私益・共益で

はない（公平性がある）

市が関与すべき事業内容であ

るか

３年以内の廃止・削減が可能

か

費用対効果が認められるか

当初の目的が果たされている

か

算出根拠があるか

繰越金・積立金が補助金を上

回っていないか

交付団体は自主財源が確保で

きるか

同一団体へ２種類以上の補助

金があるか

補助率を設定しているか

終期を設定しているか

合理的な理由がある

次年度から廃止・削減すると

住民への影響が大きいか
次年度から廃止・削減

継 続

廃 止

廃止（削減）

３年以内に廃止・削減

５年以内に廃止・削減

削 減

整理・統合

１０％削減 ３０％削減 ５０％削減 ５０％以上削減
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○湖南市社会福祉関係団体等事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第46号

(目的)

第1条　この告示は、社会福祉の増進を図るために、市内の社会福祉関係団体等が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で湖南市社会福祉関係団体等事業補

助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。

(補助対象等)

第2条　補助金の交付の対象となる福祉団体及び補助金の額は、別表に定めるところによる。

(実績報告)

第3条　規則第13条に規定する補助事業等実績報告書の添付書類は、次の各号に掲げるとおりとし、当該事業の完了の日から起算して1箇月以内又は補助金の交付決定

に係る年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1)　歳入歳出決算書又は同見込書

(2)　その他市長が必要と認める書類

(その他)

第4条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

付　則

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附　則(平成30年告示第50号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附　則(令和3年告示第16号)抄

(施行期日)

1　この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象福祉団体 補助対象経費 補助金の額

社会福祉法人湖南市社会福祉協議会 社会福祉協議会運営費
社会福祉協議会人件費
生活福祉事業費
地域福祉活動事業費
ボランティアセンター事業費
その他市長が認める経費

予算の範囲内で定める額

湖南市保護司会 更生保護事業費
更生保護負担金費
その他市長が認める経費

湖南市遺族会 戦没者遺族の福祉の向上等を図るための経費
国・県主催の追悼式への参加経費
その他市長が認める経費

湖南地区更生保護女性会 更生保護事業費
その他市長が認める経費
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湖南市身体障害者更生会 研修参加事業費
その他市長が認める経費

湖南市手をつなぐ親の会 研修参加事業費
その他市長が認める経費

湖南市視覚障害者福祉協会 研修参加事業費
その他市長が認める経費

湖南市聴覚障害者協会 研修参加事業費
その他市長が認める経費

甲賀地域精神障害者家族会「のぞみ会」 研修参加事業費
その他市長が認める経費
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NO.

担当部署 部局・課

要綱名称

開始年度 H30 終期年度

別 表

対象（団体

名称）等

対象人数

令和7年度

予算額合計額
1,500 国庫 県費 その他 一般財源 1,500

予算額 予算額 予算額

決算額 決算額 決算額

執行率 執行率 執行率

交付件数 交付件数 交付件数

歳入 歳入 歳入

歳出 歳出 歳出

繰越金 繰越金 繰越金

単年度収支 単年度収支 単年度収支

自主財源 自主財源 自主財源

基金残高 基金残高 基金残高

令和５年度

検証結果

今後の方向性

（担当部署）

・継続

・廃止

・削減

・整理

・統合

・その他

行財政部局との協

議における判定

・継続

・廃止

・削減

・整理

・統合

・その他

※対象となる団体等が複数ある場合、別表に記載すること。

具体的な内容及び理由

人権擁護の観点から市が関与すべき事業であること。継続して実施していくことが必要

な事業であると考える。（人権擁護課）

具体的な内容及び理由

0 0 0

0 0 0

※ルートチェック後の「４補助金等の見直しにおける基準フロー」を添付すること。

0 0

1件 1件 1件

0 0 0

当団体が行うべき事業として、啓発パンフレットの作成や助成金交付事業など、比較的費用のかかる事業が多い

ため令和５年度においても執行率は高くなっている。

交

付

実

績

令和６年度（決算見込額） 令和5年度 令和４年度

1,500

補

助
（

負

担
）

団

体

等

の

決

算

状

況

令和６年度（決算見込額） 令和５年度 令和４年度

1,501 1,400 1,400

1,400 1,400

1,500 1,382 1,349

100.0% 98.7% 96.4%

1,501 1,382 1,349

0

補

助

金

等

の

概

要

湖南市人権まちづくり会議事業

補助金交付要綱

※要綱を策定していない場合の理由

※終期を設定していない場合の理由

あらゆる差別のない地域社会の実現のため、人権教育および啓

発の推進を継続的に推進していく事業であるため

補助金等の目的・内容等

市民一人ひとりの参加による人権意識の高揚を図るとともに、人権擁護に務め、部落差別をはじめとするあらゆ

る差別のない地域社会の実現に寄与することを目的に設立された団体に対し補助金を交付することにより、より

効果的・効率的に人権教育および人権啓発の推進を行うことを目的とした、湖南市人権まちづくり会議事業を遂

行する。

算出基礎・対象経費等

〇事務費  202,000円（事務費200,000円、旅費2,000円）

〇事業費 1,283,000円（啓発費563,000円、研修費80,000円、部会活動費200,000円、地域活動費440,000円）

〇負担金  16,000円

公益性が高い（公平性がある）理由等

市民一人ひとりの人権意識の高揚、人権擁護に寄与する事業を展開する

ため

12号該当事業

市が関与しなければいけない理由・必要性等

市が市民とともに差別のない地域社会を構築していくため、人権擁護に

に努めなければならないため

湖南市人権まちづくり会議

費用対効果の見込める理由等

市民一人ひとりの人権意識の高揚とあらゆる差別のない地域社会づくり

の実現
全市民

６ 補助金等の見直しにおけるチェックシート 2

【補助金等の概要】 金額単位：千円

補助金等名称 人権まちづくり会議事業補助金 補助金等の種類 団体運営補助金

総務部市民生活局人権擁護課 会計・款項目 一般・10-04-05
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補助金等の見直しにおける基準フロー

はい

いいえ

いいえ

いいえ いいえ

はい はい

いいえ

いいえ

できる

ある

ない

いいえ

いいえ

⇒

いつから実施

いいえ ⇓

はい ⇓

はい

はい ⇓

はい ⇓

補助金等名称： 人権まちづくり会議事業 補助金 ルートのチェック

ボックスを選択

削減率は

いいえ ⇓ いいえ

はい ⇓

はい ⇓

できない ⇓

ない ⇓ できない

はい ⇓ ある ⇓

はい

国・県の制度により、運用さ

れるものであるか

継 続

事業・活動内容は公益性が高く、私益・共益で

はない（公平性がある）

市が関与すべき事業内容であ

るか

３年以内の廃止・削減が可能

か

費用対効果が認められるか

当初の目的が果たされている

か

算出根拠があるか

繰越金・積立金が補助金を上

回っていないか

交付団体は自主財源が確保で

きるか

同一団体へ２種類以上の補助

金があるか

補助率を設定しているか

終期を設定しているか

合理的な理由がある

次年度から廃止・削減すると

住民への影響が大きいか
次年度から廃止・削減

継 続

廃 止

廃止（削減）

３年以内に廃止・削減

５年以内に廃止・削減

削 減

整理・統合

１０％削減 ３０％削減 ５０％削減 ５０％以上削減
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○湖南市人権まちづくり会議事業補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条　この告示は、市民一人一人の参加による人権意識の高揚を図るとともに、人権擁護に努め、部落差別をは

じめとするあらゆる差別のない地域社会の実現に寄与することを目的に設立された団体の活動に対し、予算の範

囲内において湖南市人権まちづくり会議事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に

関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほ

か、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条　補助対象者は、湖南市人権まちづくり会議とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条　補助対象となる経費は、湖南市人権まちづくり会議の事業の遂行に要する経費とし、補助金の額は、別表

に定める額とする。

(その他)

第4条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費 補助金の額

事務費
会議の運営に要する経費

補助対象経費の10分の10以内

事業費
人権啓発及び各部会活動に要する経費

負担金
各種分担金及び各種研修会等参加に要する経費
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